
太平洋クロマグロのＴＡＣ管理における遊漁者等への対応について

■国の考え方
◎ 全国の漁業者が、資源状況が悪化している太平洋クロマグロの資源管理に取り組んでいることから、漁業者がクロマ
グロの操業を自粛している間、遊漁者にも資源管理の取り組みとして、採捕を自粛するよう「理解と協力」を求める。
◎ プレジャーボートによる採捕者を把握することが困難なため、クロマグロの規制が発出されている都道府県別・海域
別に管理状況をＨＰに掲載し、注意喚起を促すとともに、都道府県や釣り団体の各ＨＰ、ＴＶ等の媒体により呼びかけ
る。

■道の考え方
◎ 漁業者がＴＡＣ法に基づくクロマグロの資源管理に取り組んでいるこ
とから、遊漁者や遊漁船業者に対し、漁業者が行っている取り組みにつ
いて周知を図るとともに、漁業者の取り組みに歩調を合わせた対応、指
導を行っている。

◎ プレジャーボート等による採捕者は、把握することが困難なため、広
告媒体等を利用して周知するとともに、現地での巡回及び洋上啓発を実
施している。

【遊漁者への周知活動内容（概要）】
１．広告媒体等を利用した周知
① 北海道（漁業管理課）のＨＰに掲載。
② ルール＆マナーにクロマグロの資源管理について掲載。
③ 遊漁船業者への文書による取り組み内容の周知。
④ 釣具店、マリーナへのポスターの掲示依頼、チラシの配布。
⑤ 海面利用協議会を開催し、取り組み内容の周知。

２．現地での巡回及び洋上啓発の実施
・ 漁業管理課及び現地振興局において、巡回指導を随時実施している。
特に日本海側のマリーナを中心に資源管理の取組状況の周知指導を実
施するとともに、マグロの釣獲状況を把握する聞き取り調査を実施し
ている。
・ また、必要に応じ、洋上において遊漁者に対し指導・啓発を行って
いる。

【北海道ＨＰによる協力要請】
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【水産庁ポスター】

【管理状況一覧（水産庁ＨＰ）】

【水産庁ＨＰによる協力要請】
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